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和５年３月１０日 美郷町農業委員会会議録 

 

 

令和５年３月１０日午後２時農業委員会総会を美郷町役場に招集した。 

 

 

１．出席委員は、次のとおり 

 

    

      

 １番  小 西 嘉 之     １１番  中 野 龍太郎 

３番  髙 橋 秀 行     １２番  佐 藤   久 

４番  佐々木 竜 孝     １３番  欠     番 

５番  奥 山 秀 治     １４番  髙 橋 正 和 

 ７番  深 田 秋 彦     １５番  深 沢   靖 

  ８番  細 井 千代文     １６番  山 田 貞 子 

９番  井 関 一 良     １７番  髙 橋 正 尚 

１０番  鈴 木 敏 夫                

 

 

 

 

 

 

 

 

 本会委員出席者  １４名 

 

 

 

２．欠席委員は、次のとおり 

 

 ２番  加 藤 堅之助  

 ６番  佐々木 定 廣  

 

欠席者       ２名 
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１． 出席事務局職員 

 

局  長           小田長 光  仁 

庶務班長兼農地調整班長    加 藤 隆 輝 

農地調整班上席主査      髙  橋 章 浩 

 

 

 

２．会議事件は下記のとおり 

 

第 １  議事録署名員の指名について 

第 ２  議案第  ９号 農地法第３条の規定による許可申請について 

第 ３  議案第１０号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画の決定について 

第 ４  議案第１１号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積

計画の決定について（農地中間管理権の取得） 

 第 ５  議案第１２号 引き続き農業経営を行っている旨の証明願いにつ

いて 

第 ６  議案第１３号 農業経営を開始したと認められる旨の証明願いに

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

会長 髙橋 正尚  午後２時３４分本委員会の閉会を告げた。 
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令和５年３月１０日農業委員会総会会議録 

 

１．日     時     令和５年３月１０日 

 

２．場     所     美郷町役場特別会議室 

 

３．開     会     午後２時 

  

４．閉     会     午後２時３４分 

 

５．議事録署名委員      ４番 佐々木 竜 孝 

５番 奥 山 秀 治 

   

 

●議  長 それでは、ただ今から令和５年第３回農業委員会総会を開会いたします。た

だ今の出席委員は、定足数に達しております。 

      お手元に配布してございます、議事日程に従い、会議を進めてまいります。 

●議  長 日程第１、議事録署名員は、委員会規則第１８条第３項の規定により指名し

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、議事録署名委員は、４番、佐々木委員、 

５番、奥山委員を指名します。   

●議  長 次に、日程第２、議案第９号農地法第３条の規定による許可申請についてを

上程し議題とします。議案第９号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第９号、申請番号１０番から申請番号１９番について議案書をもと

に朗読、説明 】 

始めに所有権移転です。 

 申請番号１０番、千畑地区の田１筆、１，９６１㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人は当該地が居住地から遠方にあり耕作不便のため、

今回農地を手放したく、受人へ売買するものです。売買価格は１０ａあたり

○○○円です。 

 申請番号１１番、千畑地区の田１筆、２，０１５㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人は施設に入所しており、農地を売って農業を廃止

したいことから売買するものです。売買価格は１０ａあたり○○○円です。 

申請番号１２番、六郷地区の田１筆、２，８０５㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人は受人が経営規模拡大したいことから、売買する

こととなりました。売買価格は総額○○○円です。 

続きまして、使用貸借権です。 

申請番号１３番、千畑地区の田８２筆、畑５筆、計５２，４６１．２１㎡、

渡人は○○○さん、受人は○○○さんです。両者は親子で、後継者へ経営移
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譲となります。期間は１０年で、対価はありません。 

続きまして、賃貸借権です。 

申請番号１４番、六郷地区の田１筆、５０５㎡、渡人は○○○さん、受人は

○○○さんです。渡人は体調が悪く耕作できないため、近隣で耕作している

受人が耕作するものです。総額で○○○円で、期間は５年間です。 

申請番号１５番、仙南地区の田１筆、２，４６７㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。渡人はこれまでも当該地を賃貸借しておりましたが、

受人が変更となったため、今回の契約となりました。賃貸借料は１０ａあた

り○○○円で、期間は５年間です。 

申請番号１６番、仙南地区の田１２筆、２３，０１４㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。当該地をこれまで耕作していた方が耕作できなくな

り、近隣で耕作してもらえる方がいなく、親族である受人が耕作することに

なりました。賃貸借料は１０ａあたり○○○円で、期間は１０年間です。 

申請番号１７番、千畑地区の畑１筆、２，４３７㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。受人は生薬を栽培するため当該地を賃貸借するもので

す。賃貸借料は総額○○○円です。金額は美郷町財務規則により固定資産税

評価額に５％を乗じた金額が貸付料となります。期間は１０年間です。 

続きまして、賃借権移転です。 

申請番号１８番、仙南地区の田１筆、畑１筆、計１，７６２㎡、渡人は○○

○さん、受人は○○○さんです。両者は親子です。当該地の所有者は渡人の

父です。受人は今年春から新規就農したいため、父から子への使用貸借の移

転をするものです。 

申請番号１９番、千畑地区の田１２筆、１９，９９３㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。当該地の所有者は○○○さんです。申請番号１３番

と理由は同じで、賃借権を移転するものです。 

     申請番号１０番と１９番までの１０件の申請内容につきましては、農地法第

３条第２項の各号には該当しておりませんので、許可要件を満たしているも

のと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第９号について、事務局より説明が終わりました。 

●議  長 それでは、これより審議を行います。申請番号１０番から申請番号１９番ま

でについてですが、本人案件がございますので、はじめに申請番号１０番か

ら申請番号１５番までについて質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１０番から申請番号１５番までに

ついては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１０番から申請番号１５番までに

ついては原案のとおり決しました。 

●議  長 それでは、申請番号１６番については本人案件ですので、農業委員会等に関

する法律第３１条の規定により、○番委員の退席を求めます。 



5 

 

 

                        ○番委員 退席 午後２時０８分 

       

●議  長 それでは、申請番号１６番について質疑を行います。質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１６番については原案のとおり決

することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１６番については原案のとおり決

しました。○番委員の着席を求めます。 

 

                        ○番委員 着席 午後２時０９分 

 

●議  長 それでは、申請番号１７番から申請番号１９番について質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

１２番委員 申請番号１７番について質問いたします。○○○所有の畑ということでした

けれども、今まで何か植えていましたか。 

●庶務班長 昔のことは詳しく分かりませんが、当該地はこれまで○○○が借りており、

令和４月１０月に解散しました。その後の使用について広報で募集した結果、

○○○に決定し、町の活性化を図るため生薬をやるということです。 

１２番委員 荒れてはいなかったのですね。 

●庶務班長 パイプハウスで花をやっていたように思います。荒れてはいませんでした。 

１２番委員 分かりました。 

●議  長 他にございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１７番から申請番号１９番につい

ては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１７番から申請番号１９番までに

ついては原案のとおり決しました。 

      よって日程第２、議案第９号については原案のとおり許可決定いたします。 

●議  長 次に、日程第３、議案第１０号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画の決定についてを上程し議題とします。議案第１０号について事務

局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第１０号、申請番号１１番から申請番号１６番について議案書をも

とに朗読、説明 】 

始めに所有権移転です。 

 申請番号１１番、千畑地区の田３筆、畑１筆、４，２９３㎡、渡人は○○○

さん、受人は○○○さんです。理由は議案第９号、申請番号１１番と同じで

す。売買価格は総額○○○円で、引き渡し時期は３月３１日を予定しており

ます。受人の経営状況につきましては、資料１ページのとおりです。受人は
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農機具一式を所有しております。 

 申請番号１２番、六郷地区の田８筆、畑２筆、計１２，１２８㎡、渡人は○

○○さん、受人は○○○さんです。両者は親族です。当該地はこれまで賃貸

借しておりましたが、渡人は高齢となり後継者もいないことから、受人へ農

地を贈与するものです。引き渡し時期は３月３１日を予定しております。受

人の経営状況につきましては、資料２ページのとおりです。受人は農機具一

式を所有しております。 

 申請番号１３番、仙南地区の田７筆、１１，２３８㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。渡人は高齢となり、後継者もいなく農地を手放した

く、昨年から贈与を前提に受人を探しており、今回の贈与となりました。 

引き渡し時期は３月３１日を予定しております。受人の経営状況につきまし

ては、資料３ページのとおりです。受人は農機具一式を所有しております。 

続きまして賃借権設定です。 

申請番号１４番、仙南地区の田４筆、１４，４７２㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。渡人は高齢となり後継者もいなく、隣地を耕作して

いる受人へ耕作をお願いするものです。１０ａあたり○○○円で、期間は５

年間です。受人の経営状況につきましては、資料４ページのとおりです。受

人は農機具一式を所有しております。 

 申請番号１５番、仙南地区の田３筆、１１，１３２㎡、渡人は○○○さん、

受人は○○○さんです。再設定です。１０ａあた○○○円で、期間は５年間

です。受人の経営状況につきましては、資料５ページのとおりです。受人は

農機具一式を所有しております。 

続きまして賃借権移転です。 

 申請番号１６番、千畑地区の田５筆、５，４８９㎡、渡人は○○○さん、受

人は○○○さんです。当該地の所有者は○○○さんです。理由は議案第９号、

申請番号１３番と同じで、賃借権の移転をするものです。受人の経営状況に

つきましては、資料６ページのとおりです。受人はコンバインは共同所有、

その他農機具４点は自己所有しております。 

      申請番号１１番から１６番の６件につきましては、いずれも農業経営基盤強

化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。以上

です。 

●議  長 議案第１０号について、事務局より説明が終わりました。 

それでは、これより審議を行います。申請番号１１番から申請番号１６番に

ついて質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

３番委員 申請番号１６番ですが、先ほどの申請番号１９番の賃貸借移転は経営移譲に

なっていて、こちらは１０ａあたり○○○円の賃借権の移転となっていま

す。どのような違いですか。 

●庶務班長 議案第９号の申請番号１９番は、農地法３条で契約していたので、３条の賃

借権の移転です。議案第１０号は基盤強化なので、基盤強化の中での賃借権

の移転となります。もともとの法律が違います。解約しないでそのまま引き
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継いだので３条は３条、基盤強化は基盤強化での受け手変更となります。 

●議  長 ３条は何年という契約をしますが、自動継続なので解約しない限り続きま

す。他は期間が１０年と設定がされれば、その期間が終わればまた更新しな

ければならないので、例えば途中５年で何か変わることがあれば親族であろ

うと、もう一度やり直すということになります。    

１１番委員 契約についてですが、以前は解約して移転していたと思いますが、解約しな

いで移転するメリットはなんでしょうか。 

●庶務班長 受け手が親子で経営が一緒です。解約してやり直してもいいのですが、また

同じ資料を用意してもらわなくても、同居世帯の中で親から子に移っただけ

で同じ家族経営ですので特に必要ないと思われます。 

 

●議  長 暫時休憩します。                   午後２時１９分 

●議  長 休憩前に引き続き会議を再開します。          午後２時２１分 

 

●議  長 他に質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号１１番から申請番号１６番につい

ては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号１１番から申請番号１６番につい

ては原案のとおり決しました。 

●議  長 日程第３、議案第１０号については原案のとおり許可決定いたします。 

●議  長 次に、日程第４、議案第１１号農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用

集積計画の決定について（農地中間管理権の取得）を上程し議題とします。

議案第１１号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第１１号、申請番号３５番から申請番号５９番について議案書をも

とに朗読、説明 】 

中間管理事業による賃借権設定です。期間はすべて１０年間です。 

      申請番号３５番、千畑地区の田１筆、２，０６９㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

 申請番号３６番、千畑地区の田３筆、７，９１４㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

      申請番号３７番、千畑地区の田２筆、１，９１４㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３８番、六郷地区の田７筆、２，７８７．６８㎡、出し手は○○○

夫さん、受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

申請番号３９番、六郷地区の田４筆、６，０７４㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

      申請番号４０番、六郷地区の田５筆、９，０６１㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

 申請番号４１番、六郷地区の田５筆、７，１５５㎡、出し手は○○○さん、



8 

 

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

      申請番号４２番、仙南地区の田２筆、１８，３４３㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

      申請番号４３番、仙南地区の田４筆、１９，５７９㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

申請番号４４番、仙南地区の田５筆、２６，５７７㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。総額で○○○円です。 

      申請番号４５番、仙南地区の田２筆、５，４９６㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

 申請番号４６番、仙南地区の田３筆、６，４４３㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さん、１０ａあたり○○○円です。 

      申請番号４７番、仙南地区の田３筆、１，７２８㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

申請番号４８番、仙南地区の田３筆、４，５７７㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

      申請番号４９番、仙南地区の田１筆、２，８２５㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

      申請番号５０番、仙南地区の田５筆、１７，０２４㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

      申請番号５１番、仙南地区の田１筆、３，０００㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

 申請番号５２番、千畑地区の田２筆、２，９４９㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

 申請番号５３番、千畑地区の田１筆、２，３３２㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

 申請番号５４番、千畑地区の田２筆、４，０２４㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

 申請番号５５番、千畑地区の田６３筆、４０，７３６㎡、出し手は○○○さ

ん、受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

 申請番号５６番、千畑地区の田２筆、４，０３３㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

      申請番号５７番、千畑地区の田２筆、４，０２９㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

 申請番号５８番、千畑地区の田１筆、７７０㎡、出し手は○○○さん、受け

手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

 申請番号５９番、千畑地区の田２筆、２，９５９㎡、出し手は○○○さん、

受け手は○○○さんです。１０ａあたり○○○円です。 

      申請番号３５番から５９番までの２５件は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。以上です。 

●議  長 議案第１１号について、事務局より説明が終わりました。 

それでは、これより審議を行います。申請番号３５番から申請番号５９番に
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ついて質疑を行います。 

●議  長  質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、申請番号３５番から申請番号５９番につい

ては原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、申請番号３５番から申請番号５９番につい

ては原案のとおり決しました。よって、日程第４、議案第１１号については

原案のとおり許可決定いたします。 

●議  長 次に、日程第５、議案第１２号引き続き農業経営を行っている旨の証明願い

について、日程第６、議案第１３号農業経営を開始したと認められる旨の証

明願いについては関連性がありますので、一括して上程し議題とします。議

案第１２号、議案第１３号について事務局より説明願います。 

●庶務班長 【 議案第１２号、議案第１３号について、議案書をもとに朗読、説明 】 

贈与税の納税猶予及び不動産取得税の徴収猶予の適用を受けている方は、３

年ごとに農業経営を行っている旨の証明をそれぞれ大曲税務署、秋田総合県

税事務所に提出することになっております。贈与税の納税猶予の適用を受け

るものは、３３ページの１１名、不動産取得税の徴収猶予の適用を受けるも

のは、３４ページの１５名で、この方々から証明願の申し出がありました。

この中で備考にあります「特定貸付け」については、農業経営基盤強化促進

法に基づく貸付の場合は、農業経営は廃止していないものとして税の猶予の

適用が引き続き認められることから、申出者として含めております。それぞ

れ確定申告書の写しを添付していただき、農業を継続していることを確認し

ております。 

続きまして、農業経営を開始したと認められる旨の証明願いについてです。   

３６ページの申し出者は、令和４年中に農地法第３条で父から農地の贈与を

受けており、今回不動産取得税の徴収猶予の適用を受けるため、証明願いを

提出された方です。贈与を受けた日まで引き続き３年以上農業に携わっており、

また○○○さんは認定農業者であること、確定申告の写しで農業経営しているこ

とについて確認しております。以上です。 

●議  長 議案第１２号、議案第１３号について、事務局より説明が終わりました。 

      この件につきましては、地元農業委員が一番存じていると思いますので、質

問等がございましたら、担当地区の農業委員がお答えになるということでお

願いいたします。 

それでは、これより質疑を行います。 

議案第１２号、議案第１３号について、質疑ございませんか。 

【 「なし」との声あり 】 

●議  長 質疑なしと認めます。それでは、議案第１２号、議案第１３号については原

案のとおり決することにご異議ございませんか。 

      【 「異議なし」との声あり 】 

●議  長 ご異議なしと認めます。よって、議案第１２号、議案第１３号については原
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案のとおり決しました。よって、日程第５、議案第１２号、日程第６、議案

第１３号については原案のとおり許可決定いたします。 

●議  長 以上で本日の会議案件はすべて終了いたしました。 

●議  長 これをもちまして、令和５年第３回農業委員会定例総会を閉会いたします。 

 

 

 

 

 

   会議終了 午後２時３４分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

上記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。 

 

 

   令和５年３月１０日 

 

 

               美郷町農業委員会会長   髙  橋  正  尚 

 

 

         議 事 録 署 名 委 員   佐 々 木  竜    孝 

 

 

   議 事 録 署 名 委 員   奥  山  秀  治 

 

 


